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とこと

　1995年（平成7年）という年は、戦後50年という特別の意味を込

めて語られている。50年の意味は非常に広く、深くそして重い。

例えば、本号が特に取リ上げているわが国の福祉・保健の実状で

みていくと、憲法第25条で定められている『健康で文化的な

（wholesome　and　curtured）』4三活が、最低限度の視点のみにと

らわれることなく、真に園民一一人ひとりのウエルピーイングに関

心をおいた、よリ高度の、より白己実現的なものへと指向できる

条件が、この半世紀を経た今ようやく整ってさたと言えるのでは

ないだ’ろうか、、

　このことは、「児童の権利に関する条約」の11iにちりばめられて

いる子ど’bへの最大、最高の保障という理念を、われわれが責任

を持⊃て実行することへの才旨向と強く結びつくものである。それ

はすなわち、条約が表現する『児童の最善（best）の利益を考慮す

る』こと（第3条）、『児童の生存及び発達を可能な最大限（maxi－

mum）の範囲において確保する』こと（第6条）、『到達可能な最

高（highest）水準の健属《を享受する』こと（第24条）、『人格、才

能並びに精神的及び身休的な能力をその可能な岐大（fullest）限度

まで発．達させる』こと（第29条）等々の最高級によって表現され

た意図や願いを積極的に展開することに他ならない。本号が特集

する内容は、そのひとつである到達可能な最高水準の健康がど．の

ように保障されているのか、そして課題としてどのようなものが

あるのかを問うものであリ、積極的福祉・保健の祝点は、今後一

層賦要なものとなる、，　　　　　　　　　編集委員長・網野武博



XX私”に身近で一貫

特
田子保健のいま・これから

した保健サービスを

「旺子保健法」の公布から30年。

その間に乳児死亡率は世界最低を記録。

ときは流れ、いま、

田子を取り巻く保健サービスも大きく転換中。

エンゼルブランの策定、田子保健法の改正……。

そこで、冊子保健のいまとこれからを考えます。

ひら　やま　　むね　　ひろ

平山宗宏
日本総合愛育研究所　所長

よ二　　い　　しげ　　お

横井茂夫
東京都立母子保健院　小児科医長

時代の要請は衛生から保健へ

横井　「母子保健法」の改ll：が］997年までに全面実

施されますが、まず母．r保健とはどういうものか何

いたいと思いますり日本では、母了・保健ということ

ばはまだ一・般的ではないと思いますが……。

平山　｛．1本ではそうですね。以前は母r衛生という

ことばが使われていましたが、衛’kよリ保健のほう

がことばの概念の幅が広い、つまり、衛生の範購は

病気の発生子防、健康の保狩だけですから、もっと

前向きな健康の増進までを含めたものとして、母子

保健ということばが使われるようになってきました，．

厚生省でも今年（1994）母子衛’揺課が母r一保健li果に

改称されましたね、，外国ではmaternal　and　chi｜d

healthと言いまして、その頭文字を取ったMCHと

いう略語が、母子保健、医療面で広く定着している

感があります。

　母r・保健とは読んで字のごとく、母親とr・どもを

対象とし、子どもの健康を｜ψ親の胎内にいるうちか

ら、母子一体の関係で見ていこうということです。

死亡する子どもが多かった時代の小児医学は、病気

　2

の治療が一i□1的でした。その後、抗生物質の発見に

よって病気の治療が非常に進み、列坊医学的発想が

取り人れられる．ようになった結果、健全育成を含め

た小児保健、母子保健に丁・をfi［rぱせるようになって

きたといえるでしょう、、

　最近では、母r保健ということばを使うと、では

父親はどうなのだ、とか、r育ては1t）親だけの仕・「li

ではないはずだというような、女性からの意見を耳

にしますが、親子関係において、残念ながら父親は

母親にかなわない部分もありますし……。最近では、

家庭保健ということばも聞かれますが、行政のサー

ビスも含めて、母r保健ということばは定着しつつ

あるのではないかと思います、、

高い田子の死亡率対策からスタート

横井　戦前のll本では乳児死亡率、つまり、出生千

人に対し、1歳のお1誕生日を迎えるまでに死亡する

数が100人に近く、それが当たり前。5｛｝歳以上の人と

乳児の死亡数がほぽbilじくらいで、いまでは信じら

れないことですが、死亡の原因の上位は腸炎や肺炎

だったようですね。そこで、妊娠111あるいは出生時



が子どもの健康に大きく影響するという観点から、

まずお母さんをなんとかしようということで、平山

先坐がいらっしゃる母子愛育会が設立されたりした、t

それが日本の母子保健の基礎となったのではないで

しょうか。

平山　当時は・母子の死亡率に都会と農村部で倍以上

の開きがありましたかち、死亡率の高い地域をより

甲・く、よりよくしようという狙いで始めたのが愛育

班の活動でした。ユ934年のことです。ですから、1コ

本の母子保健は、戦前の農村部における目｝子の死亡

の多さに対応することからXタートしたといえます。

軍国主義の時代は、入材’の確保の意味から子どもは

園の宝とされましたが、そのような杜会的背ぷのな

かで、妊産婦の死亡を減らすために妊産婦］三帳制度

（1942）が設けられました。保健所も、結核対策と

並んで、妊産婦と乳幼児を対象とした保健指導が最

初だったようです。（保健所法、1937）

　戦後は、それまでの、病気や難産、妊娠中毒症な

どの刊坊だけではなく、母子の健康増進までを含め

た考え方へ発展し、それが背景となって1’児童福祉

法（正947）jから独立して、「母子保健法（1965）」が

公布されるに至っ・たわけです。

横井　日本のように、母子を

一
休とした「fft二r一イ呆健」リミ」を

単独に法律としてもつ国は、

先進国のなかでもユニークだ

そうですね。

平山　臨床の場では、医学や

保健が福祉的考え方からスタ

一 トしているのは内外ともに同じではないでしょう

か。n本の小児保健の歴史は浅いですが、ヨーロッ

パで古い歴史をもつ小児病院は最初は孤児院、いま

で言う福祉施設からスタートしたということをもの

の本で読んだことがあります。英語では小児科のこ

111／i”の児債と母f1

とをpediatricsと言いますが、イギリスでtまchild　health

が使われています。小児保健ということばが小児科

を表すことばとして使われているということは、小

児医学の基礎に小児保健の考え方力ぐあったからだと

いうことを認識させられます。

横井　’子どもの場合、特に出生後の成長過程が非常

に大事で、その過程で何らかの障害があったり、栄

養状態がわるかったりすると、結果として病気につ

ながることがあります。そういう意昧でも、保健と

いう考え方がないと子どもが育たない．ともいえる

のでしょうね。

　さて、日本で「児童福制：法」の公布から「母子保

健法」が公布されるまでの約20年間の乳児死亡率は

高く、世界的にもまだまだ後進国並でした。当時の

母子保健は「り己．itC寄？ii止i」i」に基づき、身体障：．㌧児の

十r｜戊1兎療　（1954）　や未稟～～り己医療　（1958）、　3㎡茂ハ己健β庭

診査（1961）が行われていましたね。

平山　そのころは1璋害児対’策

と併せて、死亡率の非常に高

い妊産婦、乳幼児に対する集

中医療などを援助しようとい

う発想がまずありました。当

時はポリオ（小児マヒ）が大

溺［z了し、月支イ本フ「くドll11児方血1没1こ

いる子どもたちといえぱ、ポリオか結核だった時代

です。「ドリオは1960年が最恋の年で、5千入以一L：の

思者さんがでました。生ワクチンが導入されたのが

翌年でした。

横井　また、当時は出生体重が1，「oOUグラム以・ドの子

どもは助かる確率が低いので、］，「oOOグラムから2，500

グラムまでの子どもたちが未熟児養育医療の対象だ

ったようですね。しかも家庭に帰ってからも、．ド痢

や肺炎で死亡してしまうケースが多くて、新生児や

乳幼児の死亡率が高かった。そのようななかで、3

3



歳児健診が実施されるようになったわけですが、そ

の日的は何だったのでしょうか。

平山　3歳というのは、集団に入っていく最初の年

齢です。集団に適応できるかどうか、あるいは就学

前に治しておくべき病気がないか、という意昧で、

3歳をひとつの節目とみたのだと思います。

乳児死亡率が世界最低を記録

横井　学校に入るまでのちょうど真ん中の3歳に健

診をしていたのが「児童福祉法」の時代で、［母子保

健法」の時代になると、いろいろな方而に拡充、拡

大するようになっていきますね。

平山　その後、乳幼児精密健診制度（1969）力寸でき、

さらに乳児の委託健診、1歳6ヵ月児健診（1977）

が加わりました。病気の早期発見、早期治療の考え

方から、乳幼児健診の回数をふやすことによって、

その整備が図られたのです。

横井　1971年に厚生省の予算で心身障毛辱研究という

特別な研究制度が始まOましたが、この制度はそれ

以降の母子保健や健金育成を考えていくうえでの非

常にすばらしい方向付けとなったと思いますが……。

平山　これは先天性代謝異常の病気を含め、その発

生予防のために何をすればいいかを研究するために

できた制度といえます。一例をあげれば、新生児に

表1．年次別にみる主な母子保健施策

1916

1934

1937

1938

1940

1942

1947

1948

1951

1954

1958

保健衛生調査会設硫

恩賜財団1｝‡子愛育会，没．・冗、愛育班，活動

保健所における妊産婦と乳幼児の「呆健指導実施｛保健所法）

母∫㌧保↓巡法

社会’1‘業法

乳幼児の健康診在や保健指導の金国実施（圃民体力法）

妊産婦手帳制度a）創波

厚生省に児爪局新，没、児巾局に企画課・養1漫ぷ・

i？b子衛生課を置く

児童福祉法公布

妊産婦・乳幼児の保健指導、母子衛生対策要綱

身体障得児の療育指導

育成医療

未熟児養育医療と保健指導、母子健康センターの設71

4

対するマス・スクリーニングで、フェニールケトン

尿症などを」i］・期発見できるようになりましたが、病

気の治療よりも早期発見、予防にお金をつかうほう

が得だという発想、コスト・ベネフィットあるいは

コスト・エ7エクティブネスが予算獲得のためにも

利用されるようになってきました。いまではこのよ

うな考え方は当たり飾ですね。

横井　いまや、フェニールケトン尿症やクレチン症

など、出生時には何の症状も見られない病気が出生

数El後の」血L液検奄でみつけられるようになりました。

放散しておけば3ヵ月ぐらいで発症、1年ぐらいで

寝たきりになる……、そういう子どもたちの病気が

1〒t期発見できるようになったのもこの研究制度のお

陰です。それまでの研究は病気対’策的でしたが、障

害をなくすための将来に向けての研究ということで、

研究の力の入れ方も方向も全く違う。しかも、それま

でのように大学の研究者だけではなく、現場の臨床

の・先生たちも加わってプロジェクトを組みましたね。

平山　そうですね。厚生省がこのような研究体制を

もった意吠は大きいです。他の例としては、1歳6

ヵ月児健診やB型肝炎母r感染1坊．（1∵∬業なども、こ

の研究の成果のなかから生まれました。

横井　このころから、ほかの先進国にない、広範な

サービスがふえていきますね。

　　　　　　　　　　　　「厚生指標：国民衛生の動向199，t（V」

1961

1964

1965

1968

1969

1970

1971

新生児訪問指導、3歳児健康診・在

妊娠中’㍑症医療援助と｛呆健指導、児童局から児童

家庭局と改める

母．r・保趣法公布、母．∫㌦栄養強化対策

t：上「：保健推進貝制度、先天性内臓障害を育成医療

の対象に拡大、妊産婦糖尿病医療援助と保健指導、

先天性代謝異常医療Pl助

妊産婦健康診査の公費負担制度、乳幼児の精密健

康診在制度

妊婦・乳幼児健康診森の』広充、ll灯・保健推進会議

〔民川卜1］体｝の設置

’心身障：仔び）発生1；防に1則する総介白勺研究、ノ」・児が

ん治療研究（医療費の公費負｛1り、母r・fj］pttig操の

伴及指導



平山　親の経済的負担が大きい小児慢性特定疾患の

医療費の公費負担（1974）も実現しました。神経芽

細胞腫のマス・スクリー・ニング（1984）もまだ外国

では行われておりません。すでにこれによって何千

人という子どもが助かっています。最近は少子化が

問題となり、育児を杜会n勺に支援しようという時代

になってきました。それを受けて、乳幼児の医療費

の負担を都道府県．日鮪？：でみる動きも出てきています。

横井　行政のサービスが大変きめの細かいものにな

ってきているということですね。

平山　その結果が乳児死亡率の低下です。戦後すぐ

の1947年の乳児死亡率は76．7でしたが、1992年には

4．5と、世界で一番低くなっているのです。

なぜ、乳児死亡率が世界最低？

横井　平川先生がおっしゃるように、日本の乳児死

亡率は1960年代にアメi）カやイギリスより低くなO、

1975年以降10を切る充実期に入っています。なぜEI

本が、戦後わずか45年ぐらいの短期間で乳児死亡率

を世界一になるまでに下げられたのでしょうか。し

かも、限られた資源のなかで……。

平山　まずあげられるのは、国民全部が文字が読め

る、教育レベルが高いということです。教育レベル

が高いということは、学校での健康教育がきちんと

1972

1973

1974

1975

1977

1979

1980

慢性W炎・ネフローゼ及び小児ぜんそくの公惚負担、

育成医療に後天性心疾患及び腎不全の取り人れ、

pCB・農薬による1り乳汚染疫学調在研究

乳児健康診査の公費負担制度、妊婦・乳児の健康

診在の所得制限撤廃、ilJ・f’保健地域組織育成

小児慢性特定疾患治療研究／‘／ICva（公費負担制度）

1サ子保健・健全育成住民会議

｜歳6ヵ月児健康1診査、先天性代膓謝異常のマス・ス

クリーニングの実施、家族ri卜画特別相a炎（遺伝相談）

1‘業への助成、llS，r・保健指導事業の削1没と市町村

1班子保健指導事業のメニュー化

総介母f’保健センター整備．新生児に対するクレチ

ン症マス・スクリーニング、妊婦健康診査内容の充実

母i”の緊急医療の充尖，先天性代謝異常症に夕・tす

る4寺殊ミルク共同安全開発！W業

t1｛！界のbE　Rtと母性

行われているということです。1／1本の小学生に、給

食の前になぜ手を洗うの？と聞いても、どこの地域

の子どもでもその理山を知っています。しかし、発

展途．．．］：国では、看護婦の助乎をしてくれるような人

たちでさえ、消毒という概念がない。消毒した注射

器を平気でそこらに置いてしまう、、だから、111本か

ら行った保健婦さんたちが、乎伝ってくれる人たち

に理解してもらうのに手間がかかる。rl本だったら、

幼稚園の子どもでも知っているような病気の原因を

知らない大人がいるのです。

　次に医療技術の進歩。医療レベルにおいても、保

健サービスの面でも地域差がない。都道府県別の人

ll当たりの病院数、つまりベッド数、医者の数はほ

とんど差がありません、しかも比較的安く医療が受

けられます，。これは国民皆保険のお陰です。それか

ら［1本の国ニヒ而積があまり大きくない、ということ

も影響しているでしょう。さらに言えるのは道路事

情がよくなったこともあげられます。以前の無医地

区では診療所の確保に相当な努力が払われましたが、

いまは患者さんを車で設備のいい病院に連れてきた

ほうがいい治療ができる。自家用11｛の保有率や道路

の舗装率の上昇と乳幼児の死亡率の低下がクロスし

ているのですよ。

横井　新生児集］1．1治療施設が人【：1100万から200万人

1984

1985

1987

1988

9
0
8
9
9
9
1
1
1991

1992

1994

神経芽細胞脆マス・スクリーニング、健全母性育

成～1v業、周産期医療施設整備事業

B型肝炎母r一感染防tl：‘∬業

1歳6ヵ月児栴’酷健康診査

先天性代謝異常マス・スクリーニングの拡充（先

天性則腎過形成症）

思☆期クリニック事業

3歳児健康診在視聴党検査導人、小児ilU満予防教室、

思才9期教室、地城母子保健特別モデル事業

思春期における保健・郁祉体験学習事業、乳幼児

健全発達支援相1淡指導事．業、11‘｝1産期救急システム

の整棚充実（ドクターカーの幣備）

出産前小児保健指五厚（プレネイタル・ピYット）

事業、病児デイケアパイロット事業
病後児アイサーピスモデル事業、1働き家庭子ffて｛村聞歳，亭

支捌漢、海外在制臥に村す細好1継情轍の提1図喋
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図1．乳児死亡率（国際比較）と乗用車の保有台数の年次推移
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単位で整備されてきて、1級国道だけではなく、高

速道路を軸にインターチェンジに近いところに整備

されるようになってきていますね。

平山　さらに、n本には母子健康乎帳力“ありますが、

保健サービスがこれを軸に動いてきたという点は特

筆すべきです。n本のお．母さんがたのように、10子

健康手帳を使いこなしている国はほかにありません。

　居住地の市区町村役場に妊娠届を出すと、母子健

康乎帳が交付され、公費負担で少なくとも2回の健

診が受けられる妊婦健診票がもらえます。病院では

母子健康乎帳に母子の健康状態を必ず書き込みます

から、その後の健康管理が自動的に行われることに

なります。出産後は、出生届を出すことによって、

乳幼児の健診も’rr防接種も通知がきて、無料で受け

られますn外国には妊娠届の制度がほとんどありま

せん。アメリカでもこのシステムを取り人れようと

しています。立派なパンフレットもつくっています

が、日本のように手軽なポケットサイズで、しかも

中身が充尖していて、お母さんが理解しやすいもの、

というのはないと思います。
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横井　日本で乳児死亡率が下がった理由として教育

のレベルの高さ、基本的な衛生思想の普及、医療の

均質化があげられましたが、そのほかにはどのよう

なことがあげられますか。

平山　出産後、お母さんが1週間入院するのはm本

だけで、アメリカなどは1日か2日で退院してしま

いますが、これも日本で早期新生児、つまり生まれ

て7日日までの子どもの死’亡率が目立って低い理由

のひとつだと思います。

横井　赤ちゃんがこの世の中で生きていけるかどう

かの最初のハードルが最初の1週間ですから、その

問、病院にいるのは大変有利なわけです。また、1’1

本では保健所など特定の場に保健婦や医師、栄養士、

心理の先生など専門家がいて、ある一定レベルの相

談、指導がされます。そのうえ、お母さんたちも約

束の日に来る。これは日本だからでしょうか。

平山　日本では当たり前になっていますが、乳児健

診の受診率が8から9割というのは、外国からみた

らかなり高いものです。同じことを発展途．．ヒ国でど

れだけやれるか。アメリカでは、医療は個人負担で

すから、このようなサービスはなかなか行われませ

んし、難民や不法入国者は地域の保健サービスから

漏れてしまいます。サンディエゴに行ったことがあ

りますが、メキシコとの国境で、メキシコ人の出入

りが多い。さらに不法入国者も多い。ですから、ア

メリカの病院で出産しても、その後が全く把握でき

ない。保健サービスを充実させようとしても、この

ように対象が把握できないという現実があt）ます。

そして貧富の差も大きい。これらがアメリカで乳児

死亡率をなかなか下げられない理由でしょう。

　出産後1週間の入院、保健サービス事業、内容の

充実した母子健康乎帳はアメリカも感心しています。

その他に、日本での出産費用は外国に比べ安いと思

います。もし、払えない場合は公費で賄う制度もあ



リますし、未熟児の高額な医療費を公費でみるシス

テムもあります。これも大きいと思います。

横井　しかし、乳児死亡率が低くなっている一方で、

日本の妊産婦死亡率はアメリカやヨーロ・ンパに比べ

てまだ高いのですが、その数値がなかなか下がらな

いのはなぜでしょうか。

平山　妊産婦死亡の実数はすいぶん減っているので

すが、分娩時の大出1∬∫などのアクシデントに対応で

きない場合がまだあるということでしょう。そうだ

とすれば周産期センターのような施設があれば、そ

の数値を下げることはできるはずです。今日、20回

に及ぶ妊産婦健診と、さらに妊lrk　，1　；・雌症や重いお産

の管理が進歩していますが、これからは、重いお産

になりそうな方は周産期センターに来てもらい、生

まれた赤ちゃんの手当てもすぐできる、そういう方

面にさらに力が入れられていくでしょう。

日本が海外でできる田子保健サービスは？

横井　日本で乳児死’亡率が”ドがった背景をお聞きし

ましたが、乳兇死亡率の高いアジア、アフリカで「｜

本が何をしたらいいのか、そのあたりに解答がある

のではないかと思いますが……。

平山　さきほど教育レベルの高さをあげましたが、

発展途上国で、ことに女性の1識字率が50％を割って

いる国はまだまだあります。文字が読めなくては、

母子健康乎帳やいろいろなパンフレットは使えませ

ん。ですから、発展途．L国で日本がどのような援助

をすれば乳幼児の死亡率を下げることができるかと

いうと、基本的にはお10さんたちの識字率を上げる

教育レベルのアップと、健康教育の充実です。それ

から杜会、家庭における女性の地位の向．ヒがないと、

お母さんが育児に力を注げません。乳児死亡率が高

い地域では了・どもの数を余裕をみてたくさん産んで

おくという、まあ、生活の知恵というか、それがい

世界の児巾とIV性

まだに根強く残っているのが現状です。

横井　そのような地域では家族計画を、といっても

無理ですねe

平山　発展途上国で家族計画が、実際には産児制限

という形で、進めようとされていますが、子どもが

死なないですむような母子保健のレベルアップをま

ず進める。そして子どもの数はほどほどのほうが教

育もできるし、経済的にも楽だし……、ということ

に気づいて、結果的に家族計画が進んでいくという

図式が、家族計画に対するn本の国際的協力の基本

的考え方になっています。

　しかし、これは一朝一夕にはできません。とりあ

えず、地域のなかのボランティア組織、あるいは隣

組のような互助組織をうまく活用しておIYさんたち

に必要な知識をもってもらう。わが国では愛育班活

動ですね。それから日本の1ほ子健康手帳よリ簡単な

ものでいいですから、その：ヒ地のお母さんたちが理

解できるような、例えば字が読めない人力t多い場合

には、イラストや漫画などをつかったものをつくり、

それをもつことによるメリットをお母さんたちに理

解してもらう。つまり、手帳をもつことによって、

予防接種や診察を無料で受けられるということです。

また、お産が重そうだったら、病院で出産するという

意識づけ、妊婦の健康管理をどうやるかも大切です。

　例えば、メキシコは中進国で医療レベルはいいの

ですが、農村部ではまだ8割以．Lが無資格の助産婦

というか、いわゆるお産婆さんです。ですから、当

然新生児の破傷風や産じょく熱が多い。しかし、こ

の人たちの存在を無視するわけにはいきません。そ

の人たちに衛生知識を再教育してあげることが大事

です。

横井　資格の有る人を求めるのではなく、無資格の

人を教育して、あるレペルまで引き上げるというこ

とですね。
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平山　一子相伝といいますか、お産の取り上げ方は

知っているけれども、そのとき使う道具の消毒の知

識がない。講習を受けたら助産婦セットや消毒器を

あげますよ、ということは現在行われていますが、

このような地道な活動が役立つのだと思います。

横井　以前は先進国の援助で

大きな病院を建設するのがは

やりましたが、病院を建設し

ても、その運営費やスタッフ

の確保、地域の人が来てくれ

るか、などの問題があり、い

まは反省期に入っています。

だから、予防接種のようなものが有効ですね，

平山　以前の日本のように、感染症で命を落とす子

どもたちが多い発展途上国で、最新の医療設備をも

つ立派な病院を建設して心臓病の思者を一人助ける

よりも、予防接種で子どもを一度に10人助けたほう

がよほど意味があると思うことがありますよ。

　今年9月にエジプトで開催された国際人口開発会

議では宗教的にむずかしい問題もありましたが、人

口問題を考える場合、発展途上国の女性の教育のレ

ペルアップと社会あるいは家庭のなかでの女性の地

位の向上を図らなければ、問題は解決しないという

考え方が表面化してきたように思います。母子保健

の立場からいえぱ、人口問題も望ましい方向に向か

いつつあるのかな、と私は理解しています。

田子保健サービスも地方の時代へ

横井　さて、改正された「母子保健法」が実施され

ると、地域のサービスが変わるのではないか、とい

う声が聞かれます。その改正点、そして日本の母子

保健が今後どうなっていくのかをお聞かせください。

平山　保健所のあり方を規定している「保健所法J

の名称が平成6年7月かち「地域保健法」となり、

8

内容も大1隔に改正されましたが、それに連動して「母

子保健法」も改正されました。この「地域保健法」

は、これまで国あるいは都道府県が中心になって行

っていた保健サービスのなかで、人に対するサービ

ス、対人保健サービスといいますが、それを市町村

が実施することにしたのが大きな改正点です。母子

保健についても、それにならうことになります。

　これは行政改革や行政の地方分権化の流れによる

ものですe　’ev子保健サービスについていえぱ、これ

まで乳幼児健診の実施主体が、その時期によって市

町村、医師会、保健所と、バラバラでした。これで

は先に実施した健診結果が次に生かされていかない。

妊産婦と子どもの健康問題を一貫してフォローして

いけるシステムにしたい。それには住民に身近な市

町村にみてもらうのがいい、ということになったの

です。これからは乳幼児、妊産婦の健診などのサー

ビスは市町村がやることになります。

横井　では、都道府県の行政機関である保健所は何

をすることになりますか。

平山　保健所は、人口約30万人、平均的にいうと市

が2つ、町村が5、6ヵ所くらいの地域をカバーで

きるように都道府県が整備します。そして、保健所

は、実施内容がパラパラにならないように、市町村

間の連絡調整をし、十分なサービスができない市町

村を応援する。健診など一般的なことは市町村で行

い、特別に技術的な面の強いもの、あるいは頻度の

少ない病気は保健所が担当する。例えば、出産後の

新生児訪問は市町村で行いますが、未熟児は養育医

療の手続きもあるため、未熟児訪聞は保健所が市町

村と相談しながらやる。小児特定疾患、いわゆる子

どもの難病関係、障害をもつ子どもの指導・医療、

エイズもかなり技術的なものですから、保健所。精

神保健もプライバシーにかかわったり、かなりむず

かしいケースがあるため、保健所が市町村と連絡を



とってやる。さらに、市町村の保健にかかわる人た

ちの研修もやります。このように、都道府県と市町

村の役測の分担を明確にするのが今回の目玉のひと

つです。

　2つ自は、福祉分野と連携してやることが市町村

の義務として明記されたことです。すでにユ989年の

「福祉関係八法」の改正によって福祉事業の実施主

休が市町村に移管されたこと、さちに福祉の概念が、

これまではある特定の子どもたちを対象にサービス

していたものが、すべての子どもたちを対象とする

ようになりつつある、という変化によります。

　3つ目は、これまで入学すると子どもの保健、健

康管理は文部省の管轄下にある「学校保健法（1958）」

に基づき行われていましたが、この学校保健とも連

携して実施することが明文化されました。

　4つ目は、都道府県に対する義務づけとして、母

子に関する高度医療の施設を各都道府県、自治体が

整備することも記載されていることです。これまで

に述べてきたような母子保健サービスを裏付けるの

は高度医療です。ですから、まだ子ども病院や周産

期センターのない都道府県があったら、つくってほ

しいということです。

横井　地域のやることがかなり多くなりますね。地

域の経済的な問題もあるでしょうし、医師会の機動

力の問題もでてくるでしょう。保健所には医師が常

駐していますが、市町村には医師はいませんよね。

平山　保健サービスをする場所が必要になりますの

で、市町村は平成9年度までに市町村保健センター

をつくることが「地域保健法」で義務づけられてい

ます。おっしゃるように、医師、特に小児科医の不

足している地域は確かにあります。予防接種を個別

接種ですることになっても、応じ切れない地域はま

だまだ多いわけです。

横井　予防接種をするにしても、地域の小児科に行

llヒ界の児硫と母刊三

くことになれば、注射だけではなく、その他の話も

聞いてもらえる。それだけに予防接種の安全率も高

くなるでしょう。これは保健サービスの実施主体を

地域にもってきたときのメリットだと思いますが、

小児科医の数は地域保健のなかではわずかです。医

師も高齢化してきているので、地域の小児科医だけ

では対応しきれないのではないか。そうなると、公

的病院の小児科医にも加わってもらわなくてはなら

なくなると、思いますが……。

　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　il平山　そのような地域では、

少なくとも公的病院には、病

院での診療以外に地域のサー

ビスをすることまでを考慮に

いれて医師を配置してほしい

というのが、私の願いです。

収支計算だけで小児科医の定

貝を決められたのでは医師も困りますし、地域も困

りますから。

田子保健のこれから

横井　さて、母子保健サービスが整備され乳児死亡

率は下がりましたが、子どもの数が少なくなって、

子どもの健全育成が懸念されています。厚生省が中

心となって、核家族化や都市化、働く女性の増大な

どを背景に、これからの子育てを支援するエンゼル

プランが策定されています。そのなかには、育児不

安をもつお母さんがたが安心して育児ができるよう

な支援と、仕事と育児の両立という面からの育児支

援があげられています。福祉而からいえば、保育所

のあり方とも関係あるでしょうし、育児休業制度を

どのように活用するかという問題もあります。母子

保健にかかわるものとしては、さきほど平山先生が

おっしゃった周産期・新生児の医療体制など、その

整備、充実があげられています。これからは、家族

9



の生活の多様化に応じ、育児支援も多様化が要求さ

れてくるでしょう、，

　一例ですが、お産にしても個性を求めるようにな

ってきています。一般医療の場では、例えば食事や

部屋の個室など、生活面での多様化には応じていま

す。母子保健サーピスにおいても、出産やその後の

育児支援のサービスをお母さんたちがある程度自己

負担することによって、個性的なものを得る、とい

う時代に入ってくるのでしょうか。

平山　ある程度自己負担をしてで’も、桃が入れたい

と思う保育所に子どもを人れる、そのような動きが

すでにありますね。多様化に対応するには、ニーズ

にいかに応えるかの工夫が大事です、．それと費用面

での受益者負担の考え方を取り入れないと、行政が

対応しきれなくなってきているのも確かです。

　これまで母子保健の対象となる母親とは、妊娠し

てから子育てをしている女’性というイメージが強か

ったのですが、WHOが．女性のライフサイクル全部

をひっくるめて母親を定義しており、さらに、思春

期から．始まって更年期にいたるまで．の、女性として

の独特な．健康問題を対象とする’女性医学を確立すべ

きだ、という考え方がでてきていることも考えると、

これからはこのような考え方も反映していかなくて

はならないかもしれません，、

横井　さきほどカイロの人「1会議の話がでましたが、

その．会議で採択された「そ　9動言 「．il｜｜i」のキーワードと

なったリプロダクティプ・ヘルスの理念にのっとっ

た制度の見直しなどもでてくるでしょうね，

lo

　では故後に、児童福祉施設とのかかわりについて

はいかがでしょうか，、

平山　児．胞q待は1体でもこれからまだまだ増える

だろうといわれています｛tもし、親が虐待を続ける

場合、親から子どもを離さなくてはならなくなるで

しょう。駒沢大学の高僑頂宏教授は、子どもの駆け

込み寺的な場所が必要だと言っています。その場合、

いまの日本では親権が問題になるでしょうが、1｝i町

村’ごとにそういう機能をもった場所がほしいですね。

その場所は市町村保健センターかもしれません．ま

た、東京都児童禍祉審、議会には、子ども家庭支援セ

ンターを各市HII’村に設けようという発想があります。

保健と福祉が競合して、それぞ’れのサービスが頂複

して無駄になることのないよう、ド1子の健康とより

よい生活のためにいっしょになってうまく機能して

いってほしいと思います。

　そうなれば、りblc福祉施設とのかかわりも生じて

くるでしょう／tそういうとき、児：竜福祉施i没が」11に

施設内の子どもたちだけではなく、地域に聞かれた

施設となって、地域の．r・どもたちや親たちの悩みに

対する相談相f：になってほしいですね、、特に剖‘‘1性

を生かして……。

横井　エンゼルプランにも、相1淡支援体制の充実が

あげられています。地域にかかわる保健と福祉の境

1．1がなくなってきているということですね。1」本の

乳児死亡率は川二界でも最低の数値を保っていますが、

「．

母．r保健法」の改i］J．によって、その保健サービス

を地域に身近な了1∫町’村が行えるようになれば、母子

にかかわる一貫したサービスが提供できるようにな

るで’しょう。社会がより複雑になっていくなかで、

子どもたちが健やかに成長できるように礼会システ

ムが変わっていくことが望まれます．本1【はありが

とうございました、、　　　　　　（1994年12月1：SHIkJjin）

　　・編集抑：．参杉のために　（　）内に実施年をll己救しました。



母子保健法改正される

特

田子保健のいま・これから

　　　　　　　　　　　　　　　　　L　みず　み　　ど　　り

眺期嫁庭局脳保麟課酬左清水美登里

　1．地域保健対策のあり方の見直しと母子保健法の

　　改正

　わが国における地域保健を取り巻く状況は、急速

な人口の高齢化や出生率の低一ド、慢性疾患の増加等

による疾病構造の変化、より豊かな生活を求める国

民ニーズの高度化や多様化、食品の安全性、廃棄物

等の生活環境問題に対する国民意識の高まり等によ

り著しく変化している。こうした状況の変化に的確

に対応するため、戦後直後に構築された地域保健対

策について、その枠組みを抜本的に見直し、その総

合的な推進、強化を図るために議論が重ねられた。

　平成5年1月の公衆衛生審議会総合部会の議論を

もとに、同部会の下に地域保健基本問題研究会が設

置され、ここでの12回の検討の成果を報告再にとり

まとめ、同年7月同部会に報告した，，それを受けて、

同部会から厚生大臣に意見具叩がなされた。この主

旨は、①生活者の立場の厄視、②身近な保健サービ

スは市町村へ移譲、③保健・医療・福祉の連携、④

保健所については、新たな位置づけをし、機能を強

化、⑤地域保健を支えるマンパワーの確保・充実を

重視、⑥家族に当たっては、十分な“ltl備期間を確保、

である。

　これらの提案を受け、「地域保健対策強化のための

関係法律の整備に関する法律（地域保健法）案」が

平成6年3月22［1に閣議決定し、国会に提出された。

この法律案で’は、現行の「保健所法」を抜本的に見

直し、その名称を「地域保健法」に改め、地域保健

対’策の推進体制の強化を図るための基本的な枠組み

や方向を定めるとともに、「母子保健法」をはじめ地

域保健にかかわる個別の法律を改正し、事業の権限

を都道府県から市町村や保健所政令市へ移1浪を行う

こととしていた。平成6年6月22　［，1参議院本会議に

おいて、本法案は賛成多数で可決・成立し、同年7

月1日に公布・施行となった。

　2．母子保健法の改正の内容について

　このたびの「母子保健法」の改正の日的は、母子

保健事業について、多様化する行政ニーズに対応し、

住民に身近な市町村において、妊娠・出産から育児

に至るまでと、乳幼児保健について一・t’1’したサービ

スの提供を図ることである。現行の母子保健事業の

全体については、図1の通りであるが、このたびの

改正の中心は、3歳児健康診査等基本fl勺な母子保健

事業の実施権限を都道府県から市ll∬村へ移譲するこ

とであるが、その他にもいくつかの改正点がある。

次にその概要をまとめる。

　　川）3歳児健康診査、新生児・妊産婦の訪問指

　　　　導、乳幼児の保護者や妊産婦への保健指導

　　　　等の実施主体を市町村とすること（第10条、

　　　　川条、12条、13条、17条）

　改jE前の「1り子保健法」でCま、　ll↓業の実施主体は基

本的に都道府県、保健所政令市とされている（ただし、

11



母子健康手帳の交付は市町村）。改正により、平成9

年4月1日から、3歳児健康診査等、前述した基本

的な．母子保健事業の実施主体を市町村へ一元化する

こととしている。ただし、専門性の高い未熟児の対

策（出生時体重が2，500グラム未満の低体重児の届け

出の受理、未熟児訪問指導、未熟児養育医療）につ

いては、引き続き都道府県等で行うこととしている。

　（2）1歳6ヵ月児健康診査の法定化（第12条）

ユ歳6ヵ月児健康診査については、昭和52年度以来

予算に基づき実施されているところであるが、今回

の改正で、）1∫町村は、3歳児健康診査等のほかに、

満1歳6ヵ月を超え、満2歳に達しない幼児に対し

て健康診査を実施しなければならないこととなった。

　（3）妊産婦の配偶者に対する保健指導の実施

　　　　（第｜0条）

　健康で安全な妊娠やt．iv］Frをするためには、妊産婦

図1．母子保健対策の体系

の家族、特に酉己偶者の支援が重要であることや父親

の育児参加の促進という観点から、妊娠、出産、育児に

関する保健指導の対象に妊産婦の配偶者が加わった。

　　（4）国、地方公共団体の責務の規定の創設（第

　　　　20条の2、20条の3としての追加）

　・NS子の健康の保持増進を図るためには、分娩等に

かかわる医療施設の整備が不可欠である。また、母

子保健・医療の水準の向上のためには、調査研究の

推進が不可欠である。このような冊子保健の基盤整

備のための国、地方公共団体の責務を新たに規定し

ている。国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児

の心身の特性に応じた高度な医療の提供に必要な医

療施設（例えば、周産期集中治療管理室や小児専門

病院等）の整備に努め、また、国においては、母性

及び乳幼児の健康の保持増進のため必要な調査研究

の推進に努めることとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’Frk　6年脚

区分

健
康
鰺
査

保
健
指
導

医
療
援
鳩

そ

の
他

思，＃期　　　結婚　　　妊娠

健全∫り性fr成尾lc罷．

思it“）Vjクリ；ソク

家族川’醐特別相ll凝
グド業（遺伝打】1；良）

母1」㌧保健十1」‘淡指，力

’lcnc

（婚［）町’γ額）（新婚♪／i：縄

健・加M．休験学習‘1～
業』

i妊産婦継診

出β慌　　　　　　　　　［歳　　　　　　　　　2歳

　乳幼児健1冷　　　　l　　l’”　fiヵ月児健診

　　1　神糸図・e川胞脆検雌

　先べ性代謝異常⇒η・検介

一 B型肝炎母r・感染1‘方rl；’ド業’・一

　　　　　　　　：　　　　　〔　「‘11i　＄UttkE級 ）

思作瑚における傑　1一母r栄’養拙康’∫くり事業

思．春期教室

共働き家庭f・trて休≡

　　　　保健如｝姫による訪問指棉等・
1－．妊娠の加i出及び1《鵬r・鯉康r・帳の公布

　　　　　　　　　　　　（育児「sデ三級〕

一 地域母1㌘保趣特別モアル事業

1－～hハ概前小児保健1旨導　（フ．」ネイタル

　　一乳幼児健全発遭［」ξ援Wil峡指r導・μ粟

　　　　　　　　　　　　ノト児肥渦∫ち防、eVXk’tt
・ 1ごン　〆1川　’IFme

ll相談等支援‘lc業．

海外在棚郎人に対
する母子保健情報の
提供苫∬※

　　　　　一．未熟児養育医療

妊娠中形粒P汀’の劫峰慾援漫

←心身隙埠研究

　周産期医療施投∨｛イ1同、※

育成吹療
小児慢性特定疾U川台療研冗タ1、業
小児慢作1三特定疾患児f・OK・L仮称）の文付事文

療了アの給付
荊・装具給1’］

郷育指」惇

痢後児ナイサー・ピZモテ’tL事業
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1∪界の児糸：と「｛則

　（5）母子保健行政の実施体制についての規定の

　　　　整備（第8条、8条の2、8条の3）

　市町村を中心とした母子保健行政の実施体制を整

備するために、次のような所要な規定の整備を行った。

　①都道府県は、市町村相互間の連絡調整を行い、併

せて市町村の求めに応じ、必要な技術的援助を行うこと。

　これは、都道府県は1§ナ子保健イ了政の水準を現行通

り確保するため連絡調整のほか、市町村の求めがあ

れば、必要と認められる範囲の技術的援助（都道府

県の保健婦等による技術的援助や助言、保健所の設

備の提供等）を行うという原則を示している。

　②市町村は母子保健事業の一部について、病院、

診療所、医師、助産婦等に委託できること。

　健康診査や訪問指導等についての事業の委託の根

拠となる規定の整備である。

図2．母子保健事業の市町村への一元化

　　　　　　　　　　　　　◎一元化の理由

③都道府県及び市町村は、母子保健事業の実施に

当たって、学校保健、児童福祉等との連携及び調和

の確保に努めること。

　幼稚園児を含む学童の保健については、学校保健

で健康診査等を行っており、これとの連携及び調和

の確保に努めるとともに、健康診査で障害が発見さ

れた場合など、障害児対策等の児童福祉との連携及

び調和の確保に努めることを明示している。

　（6）慢性疾患児に対する療育指導の実施（児童

　　　　福祉法第18条の3、19条）

　今回の「母子保健法」の改正に伴って、「児童福祉

法」も一部改正された。都道府県や保健所政令市の

保健所で、例えば先天性の疾患や慢性腎疾患等の疾

病により長期にわたり療育を必要とする児藪に対す

る療養の指導を行うことができることとなった。療

①住民に身近な市町村での基本的なサービスの提供

②妊婦及び乳幼児に対する一貫した母子保健事業の実施

③都道府県（保健所）、市町村の役割分担の明確化

現

行

都道府県（保健所）

◆健康診在

　①3歳児②妊産婦③乳幻J児

◆訪問指導

　①妊産婦　②新生児　③Aこ熟リ己

◆養育医療〔未熟児の入院医療惚の給付）

◆饅害児の療育指導〔児童柘｛柑．法｝

　　　　　　　都道府県（保健所）

◆技術的・広城的機能の強化

①rl∫町村職Uの研修・妓術的援助

②市町村相乏川llの連絡調整

　③地城の健康問題に関する瑚査・研究

　④小規模r脚∫村への人材確保支援計画の策定

↓

◆1りr・健康r・iPJ乏の交｛・r

市町村

改

正

後
◆ttAibi的母r・保健サーピス

　ア．未熟児1り」問指導

　イ．養育医療

　ウ．障害児の療f「指導〔児痕禰祉法第19条）

　エ，慢性淡思児の保健指漕
　　（児巾¶1日［1；法第19条に」皇∫J｜1｝

　　　　　　◆］歳6ヵ月児健康1冷在
　　　　　i　cr一算・ぱ｝

　　　　　：

　　　　　　　　　市町村
◆Jlじ不的冊子保健サービス

　”，母了L健康千帳の交付

．
　
　

．
　
　

‘

イ，健康診査

①妊産嫌②乳幼児③3歳児
④1歳6ヵ月リ己　（日ミフセfヒ）

　訪川指導

①妊産畑　②新生児

（注｝I」線は．実施ヒ休が郁ぱ［府県から市町村になる那業
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育の指灘とは、当該児童の福祉のために、医療及び

養育について必要な助言、勧奨、指導を行うことで

あt）、この目的は慢性の疾患を患っている児童やそ

の可能性のある児童を早期に発見し、早期に医療等

に関する適切な指導を行い、該当児の機能の回復を

図ることである。

　（7）施行時期について

　（1）～（6）の改正事項のうち、（4）について

は、公布日（平成6年7月11Dの施行であるが、

それ以外は準備のための．卜分な期間を確保するため、

平成9年度（平成9年4月1日）施行である。

　3．市町村への権限移醸に向けて

　母子保健については、すでにほとんどの市1町村で

1歳6ヵ月児健康診査が実施されているなど、市町’

村に一定のノウハウが蓄積されてきている。また、

市町村保健婦の配置や1｝f町村保健センター等の関係

施設の設置等実施基盤も、ある程度は整備されてき

ているが、円滑な権限の移譲の実施のためには、さ

らに強力に基盤整備を進める必要がある。すでに「地

域保健法」の施行により、地域保健対策の推進に関

図3．母子保健行政の新たな推進体制

する基本的な指針について、

　①地域保健対策の推進の基本的な方向、

　②市町村保健センター及び保健所の整備及び運営

　　に関する基本的事項、

　③地域保健対’策に係わる人材の確保及び資質の

　　向上並びに人材確保支援計画の策定に関する基

　　本的事項、

　④地域保健に関する調査及び研究に関する基本的

　　事項、

　⑤社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的

　　事項、

　⑥その他地域保健対策の推進に関する重要事項、

　　が平成6年11月1日に示されたところである。

　厚生省としては、今後、都道府県・市町村の意見

を1’分に聞きつつ、円滑な移譲の実施のため、きめ

細かな配慮を行うこととしているが、者｜～道府県、市

町村においては地域の実情に応じ、保健所の協力の

あり方など、市町村における母子保健事業の実施体

制について・卜分協議・検討していただき、相互に力

を合わせて、これからの母子保健に関して一・層の充

実を図ってまいりたいと考えている。

学校保健、児童福祉に関連する対策

連携（R｝子保健法第8条の3） 連携国子保健法第8条の3）
　　　　　市町村
健康診査、保健指導、妊産婦・

新生児訪問指導等
基本的母子保健サービスの鳥

未熟児養育医療、

導等

馴’5的母子保健サーピスの

都道府県
　　　米熟児訪問指

　　　　　　　’施

　　　　　　　　技術的援助

　　　　　く

〔ll∫町村保健センター等の整備、保健婦等の入材の確保、養成母子保健地域組織の育成〕　　　　　　　国及び都道府県　　　　　療　施　設　の

母
子
保
健
対
策
の
基
8
8
整
備

医　　　　　　　　　　整　備
　　（母子保健法第20条の2）

　　　　　　　国

調　　　　　査　　　　　研　　　　　究
　　　　　（母子保健法第20条の3）

母性、乳幼児の保健の保持増進
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タイの母子保健活動 ｛丑子保健のいま・これから

瓢鵜驚≧晶Nitt・y・エK・t・h・bh・kdi

　タイの女性と児竜の生活1句上を有効に進めるため、

多くの母子保健活動が現行の第7次経済社会開発計

画（1991～1996年）のもとで慎垂に計画・実施され

ている。本稿では、タイの主な母子保健活動に関し、

その背景を含め数例を取リヒげて検証する。

　背景

　タイは過去30年間に農業経済から急速に．工業化を

進め、1987・｛f・から1992年の5年間に、一・人当たりの

国民総生産は893米ドルから1，870米ドルへと2倍に

なった◇国内総生産の伸びは1988年の最高値13．2％

から漸減しているものの、’F均で1992年に示した7．5％

程度を維持している。成長指向の経済政策は教育・

イ呆健施策にも反1映し、判：会rl勺・糸苫済rl勺）｛〈5P等という

問題が残ってはいるが、社会福祉は顕著に向上して

きた。こうした変化によって、タイの問題は発展途

上国の女性や児棄が直而する典型的な問題から、衛

の再分配・都市化・環境問題・エイズの急速な蔓延

などといった問題へ、その質が変化してきた、，

　図1は1960年からの人llだが、1992年には総人1T

5，790万人、増加〉÷q．2％と推定されている、，ここで、

5歳以下の児童数が199⑪年代を通して一・定に保たれ

ていることは注｜1すべきであろう。lid時に15～45歳

の成人層は増加していることから、経済的に成人労

働人口に依存する児童・高歯令者の割合は減少してい

る。この傾向が生活をltl］1．1させるための国力を高め、

もっとも傷つきやすい存イliである女性と児：激に刈’す

る旺∫・保健、基礎保健、教育を重要視させる結果と

なった。

　女性と家庭

　女性の活動が特に顕著なのは健康管理、育児、高

齢者のケアといった分野であるmそうした分野では

社会的格差や社会的緊張によって分断されることの

ないタイN：会の強靱さを見ることができる。タイの

人々が、いまだに家族を精神的支えとしているから

でもあろう。家庭内での女性の役割として特に重要

なのは母親としての役割で’あり、母親の存在がその

家庭の福祉状況を決定する重要要因となっている。

母親として、あるいは一時的にしろ世帯土として女

性が家庭にいることで、その家族は家族として存続

し続けることができる。男性が留守であったり、あ

るいはいなくても、女性は．世帯主となって家族をま

とめ、家庭の崩壊や子どもへの心理的悪影響を防ぐ

のである。1988年のデータでは、女性が世帯主の家

図1．年齢別人口（1960～1990年）と年齢別推定人ロ

（1「fJi人〕　　　　　　　　　　　　　　　（2000年）
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庭は全世帯の26．5％だったが、現在ではその割合は

さらに増加していると思われる、、

　タイの女性は、披近の急速な環境の変化にも驚く

べき適応を示している。これまで女性は農作業には

常に参加していたが、最近では家庭外に働きに出る

ことも多くなった。全労働人口の47％以上が女性で

rliめられている。タイ政府は1992年に政府職貝に9⑪

U問の有給（］00％）育児イ木暇を法律で認めたが、最

近その修」ピ案を可決し、民問企業の雇用者にも同様

の権利が認められることになった。これによって、

女性は父親と共に子どもにとって温かく落ち蒲いた

環境を整えることができる。育児休暇終了後1りび家

庭外の労働に従事する女性が多いため、子どもが放

置されないためには安全で適切な保育所が必要とな

る。実のところ、女性が労働と育児を両立していけ

るための支援であれば、どんな支援であっても必要

だといえるほどである。政府は1994年に幼児保育の

新基準と保育者の教育基準を定めている。

　母子保健活動

　80年代当初から、タイは111；界でも最高の経済成辰

率（1987fFからGDPの年間平均成長1乎くは9～13％）

を示している。母子福祉の顕著な改善はこの急激な

経済成長に追随して見られた現象であり．披も爪要

な成功は実は母r・保健活動に関連したものであった。

　（1）乳幼児死亡率と出生率の激減を達成した

　　家族計画と妊産婦サーピス

　タイは、1990年の「子どものための11｜：界サミット」

でグローバルな「1標が定められる前にすでに、その

目標の多くについてかなりの成果をあげていた，，過

去30年閲で乳幼児死亡〉粁と出生XS，cは劇的に低ドして

いる（図2参照）。1960年と工990年を比較すると、乳

幼児死亡率は約100（出生・T・人当たり）から35に、5

歳以』．ド児死亡率も120から45に、妊産婦死亡率もおよ

そ300（出生十万当たり）から20へと減少した。タイ

は、出生率の低下においても他の発展途上圃のモデ

　16

ルとなっている。1960年から1990zドの問に、年間の

人1』1増加率は3．2％から1．3％に減少し、合計特殊出

《E率も1960年の6．6が1990年には2．5になっている。

　1960年代にさまざまな要囚から、夫婦が子どもの

数を少なくすることを強く望むようになった。特に、

女性が少子化に大きな役制を果たしている。タイの

女性は以前から家計を管理して家庭巡営の責任を担

っており、家庭内ではその自主性が相当認められて

いたため、家族計画についても自分で決めることが

比較的容易であ’♪たのである。1960年代になると、

基礎教育や識字教育の水準が．トがって新しい可能性

への理解や評価が高められたが、それは特に女性に

おいて顕著だった。典型的家族は、f’どもの数が少

ないほうが親にとっても子どもにとっても、より良

い生活ができると考えていたのである。子どもにか

かわる消費パターンも変化し、親が自分の子どもに

はできる限り鮫高の教育を受けさせたいと強く希望

していたことがわかるp以．Lのような要因によって、

少子化への希望が・一’般化したのである。

　それら以外にも多くの要因が少子化を成功させて

いる。家族計画プログラムは、すでに確立されてい

た村のインフォーマルな情報ネットワークや優秀な

電波・活字メディアを有効に活用して広められた。

さらに避妊具や技術的↑ilf報は、新設の基礎保健制度

や比較的発達していた運輸・通信システムを介して

広められていった。避妊具を任意で使川することが

図2．合計出生率と乳幼児死亡率agc，r）～lg．fgs｛m
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多くなるにつれ、出生率は目立って低下した。ただ

し、若い母親による出生率はいまだに不変である。

　新生児死亡率も乳幼児死亡率同様低下し、両者の

差もまた小さくなりつつあるmこの傾向は出産後の

感染症罹患による死亡の減少という、タイの保｛建衛

生而の充実を反映している。こうした改善はすぐれ

た基礎保健サービス、拡張された母子保健サービス、

効果的な予防接種キャンペーン、下痢を伴う病気の

コントロール、経U補液の普及、急激な出生数の減

少といった多くの要因による。妊産婦ケアの改善、

病院での出産の増加、女性の識字率の向上、子ども

の栄養不良や低体1剛この出産の減少なども寄与して

いる。都市の死亡率は農村部よりも低くなっている。

　タイでは現在、ほとんどの妊婦が出産前のケアを

受けられるようになっており、通常岐初の来所時に

鉄分の不足を袖う薬剤の配布やカウンセリングが行

われる。岐低3ヵ月間の鉄分補給が奨励されている

が、4回以卜米所する妊婦は65．9％にすぎないため、

どのくらい目標が達成されているかは疑問である。

鉄分補給剤の利用A。鉄分の摂取肚を増やすような食

’じの奨励のためには、メディアや保健関係職貝によ

る母親への効果的な働きかけが必要である。

　（2）母乳哺育と早期の良好な親子関係の確立

　　を促進する赤ちゃんにやさしい病院の推進

　母乳は必要なすべての栄養分を含み、新生児の免

疫性を高め、継病率・死亡率を低』［“させ、子どもの

発達を助けると共に、出産周期を広げるなど母親の

健康にも良い影響を与える。さらに母乳哺育によっ

て、母子の絆も強めることができる。従って、母乳

哺育は望ましい子どもの健康・栄養・養育の必要条

f牛といえようo

　以・ヒのように、議論の余地のない利点があるため、

母乳で育てられる機会は母子の権利として認められ

ている、，1990年代の一連の世界的宣言で：±こうした

権利を実行するように意図され、ψどもの権利条約

の条文ll］にも、母乳川｝育に関する知1識と援助を母親

［1ト界の児巾、．ヒlti↑イ

や家族に供給することが国の義務であると定められ

ている。母乳哺育の世界的」イli進は、1990．，f．の「母乳

育児の保滋、促進、そして支援に関するイノチェン

ティ宣言」において、32ヵ国の政府、10の国連機関

によって支援されている。子どもサミットにおいて

も、すべての女性が］tt分の子どもを母乳で育てられ

る環境の整備が最優先であることを、その世界宣言

や行動計画によって明らかにしている，，

　1987年のデータによると、93％の母親が1ヵ月悶

授乳し、85％が4ヵ月間母乳を与えていたが、母乳

のみで育てたのはわずかに1～4％にすぎない。こ

れは補助栄養を与えるのが早すぎ、このような行動

の背景には、母乳だけでは不十分である、初乳は栄

養的に劣っている、という授乳に対する価値観、考

え方があるthさらに、｜1をすすぐのに生水を使う、

脱水症状を防ぐためには水だけで充分であるといっ

た誤った考え方もある。このような受け止め方に対

しては保健教育が必要で、マヒドル大学栄養研究所

と医学部ラマチボディ病院では、1983年に一・連のビ

デオとラジオ番組を開発したが、その効果には期待

が集まり、全薗で使用されている。

　1992年病院調査では、6〔〕％の新生児が母親のとこ

ろに連れていかれる前に液体栄養を受けていたa人

院中に授乳できたRナ親は70％にすぎず、母乳のみを

与えていたのはそのうちのわずか4分の1であった、，

さらに、退院時には・母親の62％が混合栄養で、38％

が母乳のみで育てるつもりでいたが、4ヵ月後の実

態は、労働条件のため母乳哺育ができていたのはこ

れより少なかった。育児休暇の実施については、社

会的地位の低い工場労働者の場合などは、特に注意

深く兇守る必要があるだろう。

　現在、妊産婦ケアを行う病院は、公立病院が778、

私立病院が79、バンコク市庁による病院が7、さら

に大学病院が7ある。バンコクやその他の都市では

病院での出産率が90％を超え、中部・北部及び南部

の一部でも90％、束北部では85％、∫1文南端のイスラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17



ム地域で60％となっている。

　20の病院を調査した結果、75％の病院で新生児を

新生児室に隔離している。80％の病院で・母子1司室を

オプションとしていたが、それを義務づけていたの

は3％にすぎない。65％の母親は川産後30分以内に

授乳する機会を与えられなかったが、それは．卜分な

休息が必要だという誤解のためでもあり、特に帝王

切開の場合（いくつかの病院では帝王切開が非常に

高率で行われていた）にそれが顕著だった。

　ly乳代替物の売買に関する最初の規約は、1982年

に制定されたが、法律で裏付けられることはなく任

意に行われていた。その監督はFDA（the　Food　and

Drug　AdministratiOn：食li「）医薬品局）に委ねられる

一・’h’、．母乳代替物及び関連製品製造・販売者通商協

会（the　Trade　Association　of　Manufacturers　and

Distributors　of　Breast　Mi｜k　Substitutes　and

Related　Products）が会1里規約を1没けて違反者を1｝，9］

していたが、取締りは至難の技であった。そこで、

新しい「停止」合意：ilエが］991年にユニセフ、　WH　O、

調合乳製造者の問で交わされた。1992年の調査によ

ると、53％の病院がいまだに調合乳を扱っており、

さらに65％の病院ではそれを椎奨する資料さえ掲示

していた。保健衛生省は1993年6月より、すべての

調合乳を病院に供給することを禁止している。

　保健サービスの発展につれ、次第に病院で出産す

る．i？smaが増えてきた。そこで、出産直後及び入院中

村の保健センターに集まった母親と子どもたち

18

に新生児に母乳のみを与えるように母親に援助協力

して、母乳1哺育の習慣を定着させることをH的に、

WHOとユ＝セブの開発したモデルに基づいた「赤

ちY・んにやさしい病院の推進（BFHI：the　Baby

Friendly　Hospita］Initiative）」を1991年9月に導入

した、赤ちゃんにやさしい病院と認定されるために

は、次の10段階を実行しなくてはならない。

①．母乳哺育の方針を文元1｝で1リ1らかにする。

②すべての保健スタッフを方針に基づいて指導する。

③すべての妊婦に母乳Il」1情の利，輪h：・方法を知らせる。

④出産30分以内に母親が子どもに母乳を与えるよう

　援助する。

⑤母親に母乳Illli育の最良の方法と母乳の‘，1・iを保つh

　法を示す。

⑥医者の指示のない限り、新生児にRJ－；“L以外の栄養

　や水分を与えない。

⑦常に1渉親と子どもが一緒にいられるよう母．力司室

　を実施する、，

⑧子どもがほしがるときは、いつでも母親が．母乳を

　飲ませる。

⑨ゴムの乳．首やおしゃぶりの類いは一一切．り・えないc，

⑩母乳哺育グループの結成を支援し、母親にグルー

　プを紹介する。

　現在、公立病院はすべてこの認定を受ける方向に

進んでおり、それが達成されると、タイの．全病院の

86％が赤ちゃんにやさしい病院となることになる。

1992年に45の病¢5カざ、1993イrに200、さらに1994　！rFに

300、1995年に238の病院が認定される予定である。

さらに、産婦人科サービスを提供する全機関で働く

保健関係職貝のため、総合的、縦断的、初肖的な研

修が考えられている。この研修には、県や地方の研

修担当官や「全l／Elii，zlEiiMl’1、L当’‘；．」も含まれている。相

乗効米を考え、地方・県・郡・村レベルの保健担当

ワーカーも研修される。保健管理者を対象とするた

めに、1将し1111清と医療教育プログラムの統合も行わ

れている。しかし、私立病院では育児室を閉鎖する



　｝〔：界の児巾と母性

ことによって減収になるという、誤解から、この活動

への関心はさほど高くない。

　（3）子どもの発達検査・推進活動

　栄養不良の重要な徴候は機能不全による発育不良

である。そこで、子どもたちの栄養状況を把握する

ための発達検査プログラムがある。このプログラム

は、保健衛生省栄養局がユニセフの協力を得て運’営

している。定期的に子どもの体重を計測して年齢相

応に発達しているかどうかを、タイ年齢別標準体重

表とゴメス分類を使用して検査するのである。タイ

年齢別標準体重表は、1975年に保健衛生省によって

作成されたものであるが、国際標池の代わりにタイ

独自の標準を使用するため、他園との比1鮫が困難に

なったという一而もある。

　発達検査は1977～1981年の第一次全国食料栄養計

画（NFNP：the　National　Food　and　Nutrition

Plan）から始まった。基礎保健サービスは第二次N

FNP時に設定され、農村部の広い範囲で発達検査

が行われるようになった。こうした活動は村の保健

ボランティアや保健コミュニケーターによって行わ

れ、母親に栄養教育をしたり、・母親が子どもの栄養

チェックをするための乎段ともなっている。

　タイにおける穀粉栄養障害の大幅な減少はよく知

られているが、それは260万人の未就学児童を対象と

した発達検査・推進プログラムによって明らかにな

った。全児煮数に対する全栄養不良児数の割合は1982

年の50．8％から1992年18．6％に減少し、中度、重度

の栄養不良児の割合は同時期に15．1％から0．8％に減

っている。しかし、東北部はタイの中でも常に披悪

の栄養状態で’、1990年には24．6％で、10％以下の東

部や中央部と対IIWIjである。農村部の栄養状況は季

節的な食料状況を反映している。特に東北部は暑い

乾期には食料がほとんどなくなるからであるt、保健

衛生省によると、およそ95％の東北部の子どもたち、

90％のタイの農村部全域の子どもたちが、現在、発

達検査・推進プログラムの対’象になっている。

図3．拡大予防接種計画による子どもの予防接種状況
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　発達検査・推進プログラムは般善の全国的プログ

ラムの一つではあるものの、その分析結果からいく

つかの間題も指摘されている。第一に、誤った情報

によって、実際には栄養不良なのにそう評価されて

いない子どもたちがいることである。第二に、発達

障害の危険がもっとも高い年齢、すなわち4～18ヵ

月の乳幼児がこク）プログラムの対象から抜け落ちて

いることである。この年齢層の子どもたちは予防接

種は受け終わっているし、しかも抱くには重すぎる

ため、母親がなかなか発達検査に連れて行きたがら

ないためである。さらに、貧しい母親は時間も限ら

れているため、子どもを連れて行くことも少なくな

る。第三に、県や郡レベルでは得られた情報が有効

に使われていないことである。今後の課題は、国際

的標準との比較が容易な新しい発達検査の標準を設

定することである。それには、タイの現状に合わせ

て独自に設定されている年齢や発達能力の基準を、

国際的な基準に合わせたものにする必要がある。

　（4）総合的児童ケア・プログラムと家庭単位の

　　統合的児童ケア・発達プロジェクト

　1987～1993年の問、JICA（国際協力事業団）

とREDD　BARNA（ノルウェーの民間児竜福

祉団体Save　the　Children）の協力のもとに、保健衛

生4↑保健局は有織者と共に5歳以一ド児の保健推進の

ための統合的アプローチを開発した。このプログラ

ムでは、包括的な小児健康記録手0長やビデオ、ブリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19



ップ・チャート、ポスターなどを活用した研修マニ

ュアルを作成し、／t；i：の根レベルの保健担当ワーカー

が予防接種、発達検査・推進、幼児発達検杏・推進、

母乳哺育・補助栄養食指導、そして歯のケアと事故

予防法などを実施できるようにしている。村の保健

・Kランティアや保健担当ワーカーの指導のもとに、

親が母子健康記録を活用することが強調されている。

9県での試験r1勺導入を経て、いまでは72県すべてで

実施され、全人［1をカパーしている。現イ1三、母子健

康記録の改善に向けて、日・タイの協力が行われて

いる。

　図3に見られるように、過去1〔｝年間に予防接柿の

実施率は予1坊接種推進プログラムによって大幅に増

加したが、これはタイが「すべての子どもに1P防接

種を」という日標達成に真剣に取り組んだ結果であ

る。

　総合的児童ケア・プログラムはさらに発展して、

部11「1横断lrCJな「統合11勺児童ケア・発達プロジェクト

（IFBECCD：Integrated　Family　Based　Early

Childhood　Care　and　Development　Project）．1に紹邑

合されて、以一ドの活動が加えられている，，

　①国、県、及び地域の児童発達委」桧の組織化

　②村レベルでの児舵発達ボランティアの研修

　③1‘沙年及び義務教育以外の学習集団に対する家

　　庭生活、生活技術の教育

　④小学校5、6年生のための「児童から児童へ」

　　プログラム

　⑤結果を評価するための研究

　ユニセフとChristian　Children’s　Fundの援助のも

と、6つの省と大学が共同して4年間にわたる努力

を重ねている。昨年はアメリカのSave　the　Children

が新たに加わって、ナコン・サワン県が3村で’同プ

ロジェクトの実施を援助した、咋年6月、内閣は同

プロジェクトを承認し、5年間に全国の18歳以下の

児童すべてをカパーすることを日標にその拡大を進

めている。現在設立準備中の全国り己ぷ・家族発達研
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究所（the　National　Institttte　for　Child　and　Family

DeveloPment）が全国及び地域の児蹴・家族問題に

関する研究開発、技術協力、人材開発・教育、及び

学術情報ネットワークづくりを行う予定である。

　おわりに

　タイの母了・保健活動は時間をかけて発展してきた。

生活水準の向上や経i斉成長は顕著だが、公平・平等

といった而では爪大な問題が数多く残されている。

これまでの成果を維持し、さらに発展させるには生

産力増強と人材開発が不可欠である。1995年に10年

計画の中間［標を達成するためには、複数の省庁に

よるサービスの統合・調整、杜会開発のための資源

配分、脱中央集権化と地域住民の参加を実現させな

ければならない。また「21世紀までに全貝に保健と

教育を」という1．1標を達成するためにも、これらは

われわれのこれからの重要な課題である。いままで

に受けた11本の公的または民開団体力・らの研究・開

発・サービスに対する財政援助はタイの母了・保健活

動の発展にとって重要な役Wl］を果たし．特にアセア

ン保健1刑発研究所（the　ASEAN　lnstitute　for

Health　Development）、マヒドル大学保健衛生学部、

保健衛生省保健局及びタイのいくつかの民川団体を

通して行われた援助にそれは顕著であった。そうし

た国際協力はタイの発展に大きく寄与すると共に、

その実績が他の、特にアジアの国にとって役立つで

あろう。

　　　　　　　　　　　（原文英語，．翻訳：渋谷rf合）
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これからの施設保健

特．

田子保健のいま・これから

一児童福祉施設における小児保健

㌶㌫‡灘6調蕊総軌美匡英二

　1．児童福祉施設の概略と課題

　昭和22年に定められた児敢福祉法による児童福祉

施設には、児r匡厚生施設（児瓶血嵩・児竜遊園・児童

センター）、助産施設〔医療法による産婦人科を設泄

している病院・助産所）、母・f・寮の他、乳児院、養護

施設、保育所、精神薄弱児施設・＄・ill神薄弱児通園施

設、盲ろうあ児施設、肢体不白ll．1児施設、亜症心身

障害児施設、虚弱児施‘没、1’1閉症児施設、情緒障害

児短期治療施設、教護院がある。

　これらの児童福祉施設は、国や都道1付県、市町・村

並びに民川の礼会福祉以ミ人等が設置し運営している

が、その施設数並びに定貝の推移を図1にボす。施

設数は11召和50年代後半までは年々増力11してきたが、

その後現在までほぽ1司数に推移している．一・方、施

設定貝では、11俄ll55年の第2次ベビープームを境と

して減少傾向をたどっている。

　児激福祉施設の運営に関しては、各種別ごとに児

童福祉施設最低ム㌧準（厚生省令）が定められており、

児潰鯛祉施設にt・Sける子どもが健康で文化的な生活

と、心身ともに健やかな発達を保障していくために、

職貝の構成、設備の基準、養育・処遇の原則等が定

められている。

　しかしながら、児童福祉法が制定されて約50年を

経過しようとしている今日、児童養磁にかかわる状

況は大きく変化し、児籏の権利擁裟を一・層In視しな

ければならない時代となっている。にもかかわらず、

児童福祉法並びにその最低基準は、法制定当初の救

貧対策の域を出ていないというのが実態といえよう。

　児竜福祉施設のうち、養謹施設、虚弱児施設、情

緒障書児短期治療施設においては、登校拒否や小児

心身症等の共通した児童問題を抱え、専門的な処遇

を必：要とする†辞6’［児力｛増加1している。一・方、卍症心

身障害児施設、肢体不日ll1児施設、精神薄弱児施設

においては、屯複障害児の急増に伴って各種別の施

設の特徴が不鮮明となっている。従って、従米の施

設種別にこだわらずに、児竜福祉施1没の統廃合、再

編問題を含め、Ai　11の時代に合致した児童福祉法の

企面的な改定が望まれよう。同時に、現行の最低基

準を改定し、施設における処遇内容の向ヒとそのた

めの馴1｝1的なマンパワーの導人等を図ることによっ

て、施設処遇の大幅な改普と児竜の権利擁護を図っ

ていくことが必要とされている◇

　2．施設保健とは

　まず「施設保健」という川語についてであるが、

母子保健、ノ」・児保健、精神保健、老人保健、地域保

健といった川語はすでに定着しているが、家庭保健、

保育保健やここで論ずる施設保健という用語は、鮫

近になって使われだしたもので、まだなじみが少な

いe

　「施，没保健」　とは、　児童福祉施設における保f建を

総称したものである。施設処遇を受けている児に対
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する精利1保健と小児保健を包括的に表現したものと

理解してよい。また、施設保健は、家庭保健や10子

保健、地域保健とも密接な関係があることにも留意

する必要がある。

　これまで、児童福祉施設における保健管理という

と、健康管理や安全と事故防止に主眼が置かれてき

た。その結果、施設処遇児の発育、栄養、疾病、事

故等の面においては、著しい向上がみられている。

しかし児の精神保健面においては一向に改善がみら

れず、処遇困難事例の増加等に伴って処遇環境が相

対的に低一ド傾向にあるといっても過言でない。つま

り、現行の児童福祉法最低基準等のts－1］約のもとにあ

って、各種別の児童福祉施設において精神保健を重

視していくことが極めて困難な状況にある。

　子どもの権利条約が批准され、児童の権利を擁護

することが第一義的に求められている今nにおいて、

児童福祉施設における「施設保健」を向上させてい

くための課題とは何かについて述べたい。

図1．児童福祉施設数及び定員の推移
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　3．施設保健の今日的課題

　（1）精神保健への配慮

　現代における施設保健の最大の課題は、精神保健

への配慮と考えられる。精神保健の課題としては、

入所した児の権利を擁護し、保障していくことに尽

きる。具休的には、子どもの発達保障、それを実現

していくための個別的対応、そして家庭復帰に向け

た保健の重視ということが中心的な課題となろう。

　①個別的対応と発達保障

　現行の児童福祉法並びにその最低基準においては、

基本的に児に対する発達保障の視点が欠如している。

これは、戦後聞もなくに制定された時代的背景、特

にその救貧的な性格に負うところが大きい。

　今日における施設保健においては、人格の形成途

一ヒにあるILの発達を保障することが、まず第一の課

題となろう。乳幼児期における特定の人との愛着関

係を樹立していく援助、そしてそのもとでの自我や

自主性を獲得していく過程を暖かく援助していくこ

とが求められている。そのためには、児に対する個

　定　貝
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別的な対応を重視した処遇環境を整備していく必要

がある。つまり、施設のハード而並びにマンパワー

の両面において考慮する必要がある。マンパワーに

ついては、スタッフの増貝のみならず、後述する各

棚の専門職の導入問題や、スタッフ白らの専門性を

向上していく努力が含まれる。

　杜会的問題ともなっている乳兇院等における無国

籍児の問題は、子どもの権利条約第7条の「子ども

が国籍を得る権利」を剥奪するものとして、現行の

対応について批判されなければならない。過日、こ

の問題に関連した最高裁の判決があったとはいえ、

現実には数多くの無国籍児童が放置されたままにあ

る事実に注意を喚起したい。

　また、乳児院においては、児童福祉法の規定によ

り2歳になると養謹施設等への措置変更が義務づけ

られている。受け持ちスタッフとの愛荊関係が成立

した段階での措蹴変更は、信頼できるスタッフとの

分離を強制するものとなっている。子どもの権利条

約第20条（家庭環境を奪われた子どもの養護）にお

いては、養護に適した施設での措讃と、その環境を

継続的に保障していくことが求められている。2歳

の段階での措置変更は、児の人格形成を阻害するも

のとして早急に改める必要があろう。

　②早期の家庭復帰実現へ

　家庭機能の崩壊や一時的な停止によって施設処遇

を余儀なくされた児とその家族に対しては、早期の

家庭復帰を実現できるように積極的かつ包括的な援

助が求められている．，

　現状においては、児童福祉施設にはファミリー・

ケースワーカー等の家族援助を担当する専閂職は配

借されていない。一・方、児童相談所における担当の

福祉司は、閲題発生への対応に追われているのが現

状である。このように、家庭復帰を早期に実現すべ

き援助は、極めて困難な状況にある。

IH／　．f一の児ぷとIl団i

　今後は、各児童福祉施設にこれらの課題に対応可

能な専門職を導入するとともに、地域、家庭、施設

が一体となって早期の家庭復帰の実現に向けて、包

括的な援助ができる体制を整備していく必要がある。

　（2）専門的なマンパワーの増強

　各瓠の児童福祉施設における児の処遇環境の改善、

特に精神保健の向上のためには、まずもって保母や

看護婦、指導貝など既存のマンパワーの増強が不可

欠となっている。加えて、家族問題や児自身の問題

を含めて処遇困難な事例が増加している今11、ファ

ミリー・ケースワーカーや心理職等の新たな専門職

を導入することも緊急の課題となっている。

　さらに、すでに在籍している保母をはじめとする

各種の専門職については、その専門性の一層の向一L

が望まれている。

　児童福祉施設に勤務する保母職、特に乳児保育に

従事する保母や乳児院、虚弱児施設、あるいは肢体

不自山児施設等の各種の障害児施設に勤務する保母

には、従米の保母職と比較してより高度な専門性が

要求されている。つま「）、乳幼児の生理的、発達的

特徴を正しく把握するとともに、各種の疾病や病状

あるいは障毛劉こ対する理解と迅速な対応が求められ

ている。そのためには、これらの児童福祉施設にお

いては、「保育看髄」という新しい専門領域を樹立し

図2．保育看護の専門性とは
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ていくことが大切となる。

　「保育看護」とは、図2に示されるように、保母

は保育のψ〔門性に加えて乳幼児の生理や発達、各種

の疾病や症状、あるいは障害に対する病理や養鍵、

療育についての馴111性を新たに具備すること、また

児童福祉施設における看護婦は、看護としての専門

性に加えて保育而での・専門性を具備すること、そし

て保母・看i穫婦は相ヱ1：の専門性を宇11i完し合いつつ「保

育看護」という新たな劇」『領域を現場に確立すると

いうことである。

　児瀬福祉施設においては、児がありふれた感染症

等に罹患した場合、医師の指示に基づき与薬を行っ

ている。この与薬行為は、家庭の代換え機能として

保護者から委託を受けた養育・療育行為に含まれる

ものであり、病院や診療所等の医療現場におけるも

のとは本質的に異なるものである。このことが十分

に認識されないままに、保母職による与薬行為は望

ましくないといった誤解もある。

　児童福祉施設においては、保母や児旗指導貝等が

医師の指示通りに病児に与薬することは何ら支障が

ない。しかしながら、与・薬に当たっては専門職とし

てその内容、薬理効果等についての基礎知識に習熟

しておく必要がある。「保育看護」の専門性の確立と

いったことには、このような内容も含まれている。

　（3）マニュアルの作成

　各種別の児童福祉施設においては、保健管理にか

かわる保育（保育所）、養育（乳児院）、養護（養護

施設）、療育（精薄児施1没、肢体不白由児施設、重症

心身障害児施設等）のマニュアルを各施設ごとに作

成していくことが望ましい。

　このためには、まず各現場において1．1常的に行っ

ている保育・養育・養纏・療育にかかわるすべての

援助行動を文章化し、マニュアルの原案を作成する
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ことからスタートするのがよい。その際には、日常

の援助行動から掛け離れた理想を文章化しないよう

に留意する必要がある。同時に、個々の基準、手順

について、発達的、生理的、療育的な意味づけを加

えていくことも必要となる。大切なことは、その文

章化の作業の過程でこれまでの業’務に見落としがな

かったか、誤った展開がなかったか、あるいはもっ

と意図的に援助すべきではないか等、児にかかわる

全久タッフの問題意識を向．Lさせるところに意1床が

ある。

　これらのマニュアルは、作成後も必要に応じて適

宜見直しを行い、常にその時代に対応した実際的な

ものとしていく必・要がある、また、このマニュアル

の剛次的な効用としては、実習生の指導や新任保育

看灘スタッフ等のオリエンテーションや教育にも役

立てることが可能となる。

　おわりに

　以1－：、児竜福祉施設における「施設保健」の問題

と今後の謙題について述べた。

　急速に進行している少子化と高齢化杜会の剛1寺的

な進行のなかにあって、社会福祉制度そのものが危

機に瀕している今「T、児童福祉問題がその本質を見

失い、経済的効率性のなかに埋没しつつあるのでは

ないかと不安に思うこのごろである。このようなと

きにこそ、子どもたちに代わって私たち専門職と保

護者のかたがたが声を大にして子どもの権利擁護の

屯嬰性を杜会に訴えていく必要があろう。

　児童福祉法並びにその最低基準が、子どもの権利

条約にうたわれている児童の権利擁｝巡を基盤として、

千どもたちの人格形成を保障するといった理念のも

とに全面的に改定され、施設処遇児の精神保健をは

じめとした「施設保健」が飛躍的に改泣されること

を切に期待しているところである。



進む母子感染対策
特

母子保健のいま・これから

　　　　　　　　　　　　かわ　　な　　　たかし

‡㌫藷璽附醐院餓川名尚

　妊婦に感染している病原微生物が、妊娠・分娩・

授乳を通してその子（または児）に感染することを

母子（児）感染と呼んでいる。母子感染は、次の世

代に病原微生物を伝えることになるので、これを乖

直感染と呼ぴ、同一世代における水平感染と区別さ

れる。

　母子感染は、．L述のように生殖現象を通しての感

染であり、例えば、母親の風邪が10歳の111分のFど

もに移っても、これは母r・感染とは1呼ぱない。

　1；｝子感染において移される側の児は、胎児であり、

新生児や乳児であるが、これらの児は、免疫学的に

未熟であるため、成長した子どもや成人に感染する

場合とかなり違った影響がでてくる。例えば、成人

に13型肝炎ウイルスが感染するとB型肝炎を発症す

るが、いずれ免疫がで’きてこのウイルスを排除して

治癒に至る。しかし、胎児・新生児・乳児でeま、感

染したB型肝炎ウイルスを排除することができず、

結局このウイルスの保菌者〔キャリアと11乎ぶ）にな

ってしまうmもし、このキャリアが’女児の場合、再

び妊娠することにより、さらに次の．世代にこのウイ

ルスを伝播することになる。

　また、単純ヘルペスウイルスが子どもに感染した

場合は、風邪様の症状で治ってしまうが、新生児で

は、しばしば全身感染に広がり、死の転帰をとるこ

ともある、、

　1．母子感染の影響

　母子感染によるYLtへの影響は、さまざまである。

流産や早産、ときに死産となることがあるし、」湯合

によっては、奇形児を発症したり、新生児期に重症

な疾思を発症することもある。乳児期や小児期にな

って、その影禅が現れることもある。そればかりで

なく、成人になってから影響がでることもある。一・

方、感染しても何の影響もないこともある。このよ

うに、母子感染の影響は実にさまざまである。これ

らを規定する因．r・として、感染微生物の種類と妊娠

のどの時期に感染するかがかかわってくる。逆に言

うと、妊婦が感染症に罹思しても何の影響もないこ

ともあるということである。

　妊娠初期に風疹に感染すると先犬異常児が発生す

ることが判明して以来、妊娠111の感染症はなんでも

異常児発生の原因となるので’はないかと、妊婦やそ

の家族が心配することが多いが、決して短絡的に考

えてはならない。どのような感染症に妊娠のどの時

期にかかった場合に、児が異常になりやすいのかを

よく知っておくことが大切である．、

　2．母子感染の経路と予防対策

　母体に感染している病原微生物がその児に感染す

る経路には三つが知られている、，胎内感染、産道感

染、経1サ乳感染である。
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●胎内感染：子宮の中にいる胎児に妊娠‘・トに感染し

てしまう場合である。発達途中の非常に未熟な胎児

であり、その影響は大きい。胎内感染には、経胎盤

感染と上行性感染とが知られている。前者は、母体

に感染している病原微1物がJrlLtl・iに入って、胎盤に

巡ばれ、ここで増殖するか、あるいは偶然に胎盤の

傷から胎児に人る。この場合、大切なことは、病原

微生物が」耐1に入る性質があるかないか、どのよう

な感染11寺期に」∬t中に入るのかを知っておくことであ

る。さらに、胎盤には、防御機構が備わっているが、

それを打ち破って病原微生物が増殖できるかどうか

である。経胎盤感染では、一度胎児に入ると、膀帯

静脈に入って、胎児の全身にばらまかれることにな

り、全身的な感染となり大きな影響となってくる。

上行性感染とは、子宮頸管や膣に感染している病jl；1

微生物が子宮内に上行して胎児に感染する経路であ

るが、特に、胎児を包んでいる卵膜が破れている場

合に起こりやすい。

　胎内感染を診断することは、大変むずかしい。密

室の巾のできごとであり、小さい胎児がどんな症状

なのかを判断しなければならないのであるから。し

かし、最近になって、妊娠5ヵ月ごろになると羊水

を採取したり、ときに胎児の血液を採取するという

技術が開発されるようになって、少しずつ、このブ

ラックボ・ソクスにも光が当たリ始めている。

　いずれにしても、診断もむずかしいし、いわんや

治療はさらにむずかしいのであるから、現時点で’は、

“予防”が最も大切である。

　胎内感染によって異常を発生することが知られて

いる病原微生物は多いが、そのなかでも大切なもの

は、表1に示した。なかでも、風疹は特に大切で、

妊娠初期に罹患すると、高率に奇形児が発症する。

パルポウイルスは、リンゴ病（伝染性紅斑）のJj；f．因

であるが、妊娠中期に権患すると胎児水腫となるこ
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とが10％程度ある。トキソプラズマやサイトメガロ

ウイルスの胎内感染により異常児が出生することが

あり、重症の心身障害児となることが知られている。

幸いに、本邦では、それほど頻度が高くない。梅毒

は、古くから先天梅毒児の原因となることが知られ、

妊婦は必ず梅制【1清反応を調べ、陽性ならば治療す

ることになっている。

●産道感染：胎児が生まれるときに、産道に感染し

ている病原微生物や産道内の出」ll1のため母体」rlL中に

ある病原微生物に感染してしまう場合である、，B型

肝炎ウイルスのキャリアの」虹中には、このウイルス

が多蹴に流れているが、分娩時には必ず出」血するの

で、このような」1］L液に胎児が接触することになり感

染してしまう。t．P．純ヘルペスウイルスは、子宮頸管

や外陰に感染するが、出ZL時にこれに感染してしま

い新生児ヘルペスを発症することがあり、ときに薫

症となり死の転帰をとる。しかし、性器にヘルペス

ウイルスが感染していることがわかったときには、

帝ユ三切開で子どもを経腹的に娩出させれば感染を免

れることができる。

●経母乳感染：授乳によって母乳中の病原微生物に

表1，母子感染と病原徹生物

（1）胎内感染で問題となるもの

　風疹ウイルス

　バルポウイルスBl9（リンゴ病｝

　サイトメガロウイルス

　｝キソプラズマ

　梅

〔2）産道感染で問題となるもの

　B型肝炎ウイルス

　膨屯ヘノしベスウイルス

③経母乳感染で問題となるもの

　成人T細｜胞白［‖1病ウイルス




